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民
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殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
を
総
理
特
使
に
任
命
し
た
小
泉
純
一
郎
総
理
大
臣
の
責
任
等
に
関
す
る

質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
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四
年
三
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八
日
受
領

答

弁

第

三

八

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
を
総
理
特
使
に
任
命
し
た
小
泉
純
一
郎
総
理
大
臣
の
責
任
等
に
関

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

小
泉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
（
以
下
「
鈴
木
議
員
」
と
い
う
。
）
を
平
成
十
三
年
十
月
及
び
本
年
一

月
の
二
度
に
わ
た
り
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
へ
総
理
特
使
と
し
て
派
遣
し
た
こ
と
（
以
下
「
本
件
派
遣
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
を
総
理
特
使
に
任
命
し
た
経
緯
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書
（
平
成
十
四
年
三
月
一
日
内
閣
衆
質
一
五
四
第
三
三
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
八
か
ら
一
一
ま
で
に

つ
い
て
で
述
べ
た
派
遣
の
経
緯
等
に
照
ら
し
、
現
時
点
に
お
い
て
も
、
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
自
然
に
権
力
を
持
ち
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
年
三
月
四
日
に
外
務
省
が
公
表
し
た
「
北
方
四
島
住
民
支
援
に
関
す
る
調
査
結
果

報
告
書
」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
鈴
木
議
員
と
外
務
省
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
承
知

し
て
い
な
か
っ
た
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
不
自
然
な
ま
で
の
権
力
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
」
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
は
、
本
件
派
遣
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
問
題
が
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と

が
報
告
書
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
鈴
木
議
員
と
外
務
省
と
の
関
係
に
結
び
付
い
た
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五
に
つ
い
て

総
理
特
使
の
派
遣
の
要
否
及
び
そ
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
交
問
題
の
性
質
等
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
「
本
人
の
申
し
出
」
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

六
に
つ
い
て

平
成
九
年
三
月
か
ら
本
年
二
月
ま
で
の
間
の
総
理
特
使
の
派
遣
の
う
ち
、
外
務
省
が
把
握
し
得
た
も
の
の
氏
名
、
派
遣
先
、

派
遣
期
間
、
派
遣
目
的
及
び
派
遣
当
時
の
内
閣
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
限
ら
れ
た
期
間
で
可
能
な
調
査
を
行
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
過
去
五
年
間
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
よ

う
な
事
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

二



八
に
つ
い
て

タ
ジ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
に
約
三
か
月
間
に
二
度
総
理
特
使
を
派
遣
し
た
の
は
、
前
回
答
弁
書
八
か
ら
一
一
ま
で
に
つ
い
て

で
述
べ
た
と
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
派
遣
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

九
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
限
ら
れ
た
期
間
で
可
能
な
調
査
を
行
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
過
去
五
年
間
に
お
い
て
は
、
橋
本
内
閣
に

お
け
る
平
林
博
内
閣
外
政
審
議
室
長
及
び
高
村
正
彦
外
務
政
務
次
官
の
事
例
、
小
泉
内
閣
に
お
け
る
森
喜
朗
前
内
閣
総
理
大

臣
の
事
例
が
あ
る
。

一
〇
に
つ
い
て

外
務
省
は
、
本
件
派
遣
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
八
か
ら
一
一
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
派
遣
の
経
緯
等
に
照
ら
し
、

現
時
点
に
お
い
て
も
、
問
題
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

三



四



五



六


